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(57)【要約】
　装用者に適合した眼鏡レンズの光学機能を決定するた
めの、コンピュータ手段により実行される方法であって
、この方法は、少なくともその装用者の聴覚感度の指標
とその装用者の眼科処方の指標を含む装用者データが提
供される装用者データ提供ステップと、少なくとも装用
者データに基づいてその装用者に適合した光学機能が決
定される光学機能決定ステップと、を含む。
【選択図】図８ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装用者に適合した眼鏡レンズの光学機能を決定するための、コンピュータ手段により実
行される方法において、
　－　少なくとも前記装用者の聴覚感度の指標と前記装用者の眼科処方の指標を含む装用
者データが提供される装用者データ提供ステップと、
　－　少なくとも前記装用者データに基づいて前記装用者に適合する光学機能が決定され
る光学機能決定ステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記装用者データは、視覚的指標が前記装用者による音声メッセージの理解に与える影
響の指標をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記光学機能決定ステップは、前記光学機能が前記装用者のラボ－フェイシャルリーデ
ィングを容易にするように適合された領域を含むように実行される、請求項１又は２に記
載の方法。
【請求項４】
　装用者データ提供ステップ中に提供された前記装用者の前記聴覚感度は、少なくとも客
観式試験により判定される、請求項１～３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記客観式試験は、ある範囲の音声周波数の知覚試験である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記装用者データ提供ステップ中に提供された前記装用者の前記聴覚感度は、少なくと
も主観式試験により判定される、請求項１～５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記主観式試験は以下の、
　－　騒音環境中での会話理解の評価
　－　日常的な聞き取り状況での聴覚に関する生活調査票
　－　ラボ－フェイシャルリーディング試験
からなる試験の１つの中から選択される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記光学機能決定ステップは、前記装用者データに基づいて、所定の光学機能群からあ
る光学機能を選択するステップを含む、請求項１～７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記光学機能決定ステップは、前記装用者データに基づいて、透過機能を決定するステ
ップを含む、請求項１～８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記光学機能決定ステップは、前記装用者データに基づいて、屈折機能を決定するステ
ップを含む、請求項１～９の何れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　眼鏡レンズの装用者が音声メッセージ、例えば前記装用者と対面している人物が発する
音声メッセージをよりよく理解できるようにするための、少なくとも中間距離視野に適合
した領域を含む眼鏡レンズの使用。
【請求項１２】
　眼鏡レンズの装用者が音声メッセージ、例えば前記装用者と対面している人物が発する
音声メッセージをよりよく理解できるようにするための、少なくとも中間距離視野に適合
した領域を含む眼鏡レンズ。
【請求項１３】
　中間距離視野に適合した少なくとも中間距離視野領域を含む、装用者に適合した眼鏡レ
ンズにおいて、前記眼鏡レンズの透過機能は、例えば前記中間距離視野領域を通して見え
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る人物の唇がよりよく見えるようにするために、前記装用者のラボ－フェイシャルリーデ
ィングを改善するように配置される眼鏡レンズ。
【請求項１４】
　前記眼鏡レンズは、前記眼鏡レンズを通して見える人物の唇のコントラストを増強する
ために色付けされる、請求項１３に記載の眼鏡レンズ。
【請求項１５】
　プロセッサがアクセス可能である１つ又は複数の保存された命令シーケンスを含み、前
記プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに請求項１～１０の何れか１項による
方法のステップを実行させるコンピュータプログラム製品。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の前記コンピュータプログラム製品の１つ又は複数の命令シーケンス
を実行するコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１７】
　装用者に適合した１対の眼鏡レンズにおいて、
　レンズのうちの少なくとも一方は、請求項１～１０の何れか１項による方法により決定
された光学機能を有する１対の眼鏡レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装用者に適合した眼鏡レンズの光学機能を決定するための、コンピュータ手
段により実行される方法に関する。本発明はさらに、眼鏡レンズの装用者が音声メッセー
ジをよりよく理解できるようにするための、少なくとも中間距離視野に適合した領域を含
む眼鏡レンズの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、聴覚に問題のある人は医師の診察を受け、医師は補聴器を提供するために聴力試
験を行う。
【０００３】
　典型的に、補聴器すなわち聴力支援機器は電気音響機器であり、これらは、通常は会話
をより理解しやすくすることを目的として、装用者のために音声を増幅させ、聴力検査で
測定された聴力障害を矯正するように設計される。
【０００４】
　このような補聴器は、効率的ではあるが、装用者にとって不快さを生じさせる事実とし
てのいくつかの欠点があり、電源からの電力供給が必要であり、電話、ラジオ等の他の電
子機器と干渉する可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、既存の補聴器の代わりとなるか、又は装用者にとっての聴力支援を増大さ
せることのできる適合型の機器が必要とされている。
【０００６】
　本発明の１つの目的は、このような適合型機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このために、本発明は、装用者に適合した眼鏡レンズの光学機能を決定するための、例
えばコンピュータ手段により実行される方法を提案し、この方法は、
　－　少なくとも装用者の聴覚感度の指標と装用者の眼科処方の指標を含む装用者データ
が提供される装用者データ提供ステップと、
　－　少なくとも装用者データに基づいて装用者に適合する光学機能が決定される光学機
能決定ステップと、
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を含む。
【０００８】
　本発明による方法は、装用者の聴覚感度を判定し、この感度に応じて適合された光学的
設計を選択することを提案する。
【０００９】
　有利な点として、本発明による方法は、聴覚的不快感を持つ装用者の特定を可能にし、
装用者に対し、その視聴覚上のニーズに適した設計を提供する。本発明の方法はまた、聴
覚的不快感を持たない装用者にとって、会話をよりわかりやすくするために使用されても
よい。
【００１０】
　本発明の解決策には、１つの機器を通じて装用者の聴覚的快適さを改善し、眼鏡との一
体型補聴器の不快感（重さ、フィット、見た目等）を回避するという利点がある。
【００１１】
　発明者らは、装用者に提供される眼鏡レンズの光学機能を装用者の聴覚感度の指標に基
づいて適合させることによって、音声メッセージ、特に装用者と対面している人の発する
会話の理解度を大幅に高めることを発見した。
【００１２】
　単独で、又は組み合わせて考えることのできる別の実施形態によれば、
　－　装用者データは、視覚的指標が前記装用者による音声メッセージの理解に与える影
響の指標をさらに含み、及び／又は
　－　前記光学機能決定ステップは、前記光学機能が装用者のラボ－フェイシャルリーデ
ィング（ｌａｂｏ－ｆａｃｉａｌ　ｒｅａｄｉｎｇ）を容易にするように適合された領域
を含むように実行され、及び／又は
　－　装用者データ提供ステップ中に提供された装用者の聴覚感度は、少なくとも客観式
試験により判定され、及び／又は
　－　前記客観式試験は、ある範囲の音声周波数の知覚試験であり、及び／又は
　－　装用者データ提供ステップ中に提供された装用者の聴覚感度は、少なくとも主観式
試験により判定され、及び／又は
　－　前記主観式試験は以下の、
　　・騒音環境中での会話理解の評価
　　・日常的な聞き取り状況での聴覚に関する生活調査票
　　・ラボ－フェイシャルリーディング試験
からなる試験のうちの１つの中から選択され、及び／又は
　－　前記光学機能決定ステップは、前記装用者データに基づいて、所定の光学機能群か
らある光学機能を選択するステップを含み、及び／又は
　－　前記光学機能決定ステップは、前記装用者データに基づいて、透過機能を決定する
ステップを含み、
　－　前記光学機能決定ステップは、前記装用者データに基づいて、屈折機能を決定する
ステップを含む。
【００１３】
　別の態様によれば、本発明は、眼鏡レンズの装用者が音声メッセージ、例えば装用者と
対面している人物が発する音声メッセージをよりよく理解できるようにするための、少な
くとも中間距離視野に適合した領域を含む眼鏡レンズの使用に関する。
【００１４】
　別の態様によれば、本発明は、眼鏡レンズの装用者が音声メッセージ、例えば装用者と
対面している人物が発する音声メッセージをよりよく理解できるようにするための、少な
くとも中間距離視野に適合した領域を含む眼鏡レンズに関する。
【００１５】
　本発明はさらに、中間距離視野に適合した少なくとも中間距離視野領域を含む、装用者
に適合した眼鏡レンズに関し、この眼鏡レンズの透過機能は、例えば中間距離視野領域を
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通して見える人物の唇がよりよく見えるようにするために、装用者のラボ－フェイシャル
リーディングを改善するように配置されている。
【００１６】
　ある実施形態によれば、眼鏡レンズは、この眼鏡レンズを通して見える人物の唇のコン
トラストを増強するために色付けされていてもよい。
【００１７】
　本発明は、装用者に適合した１対の眼鏡レンズをさらに含み、レンズのうちの少なくと
も一方は、本発明による方法により決定された光学機能を有する。
【００１８】
　本発明はさらに、プロセッサがアクセス可能である１つ又は複数の保存された命令シー
ケンスを含み、プロセッサにより実行されると、プロセッサに本発明による方法のステッ
プを実行させるコンピュータプログラム製品に関する。
【００１９】
　本発明はまた、プログラムがそこに記録されたコンピュータ読取可能記憶媒体にも関し
、プログラムはコンピュータに本発明の方法を実行させる。
【００２０】
　本発明はさらに、１つ又は複数の命令シーケンスを保存し、本発明による方法のステッ
プの少なくとも１つを実行するようになされたプロセッサを含む機器に関する。
【００２１】
　特に明確な別段の記載がないかぎり、以下の説明文から明らかであるように、明細書全
体を通じて、「演算」、「計算」又はその他の用語を利用した説明文は、コンピュータ若
しくはコンピューティングシステム又は同様のコンピューティング機器の、コンピューテ
ィングシステムのレジスタ及び／又はメモリ内の電子的等の物理的数量として表現される
データを操作して、コンピュータシステムのメモリ、レジスタ、又は他のこのような情報
保存、転送、又は表示装置の中の物理的数量として同様に表現される他のデータに変換す
る動作及び／又はプロセスを指すものと理解する。
【００２２】
　本発明の実施形態は、本明細書に記載されている動作を実行するための装置を含んでい
てもよい。これらの装置は、所望の目的のために特に構成されていてもよく、又はそれは
コンピュータ内に保存されるコンピュータプログラムによって選択的に起動又は再構成さ
れる汎用コンピュータ又はデジタルシグナルプロセッサ（「ＤＳＰ」）を含んでいてもよ
い。このようなコンピュータプログラムは、コンピュータ読取可能記憶媒体の中に保存さ
れてもよく、これは例えば、フロッピーディスク、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気光デ
ィスク、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、電気的プ
ログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル読み取
り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁気若しくは光カード、又は電子的命令を保存するのに
適しており、コンピュータシステムバスに連結可能な他のあらゆる種類の媒体を含むあら
ゆる種類のディスクを含むが、これらに限定されない。
【００２３】
　本明細書において提示されているプロセスとディスプレイは、本質的には何れの特定の
コンピュータ又はその他の装置にも関係していない。各種の汎用システムは、本明細書の
教示によるプログラムと使用されてもよく、又は所望の方法を実行するための、より専門
化された装置を構成することが好都合であることがわかるかもしれない。これらの様々な
システムのための所望の構造は、以下の説明から明らかとなるであろう。それに加えて、
本発明の実施形態は何れの特定のプログラミング言語に関しても記載されていない。本明
細書に記載されている本発明の教示を実行するために、様々なプログラミング言語が使用
されてよいことが理解されるであろう。
【００２４】
　ここで、本発明の実施形態を、あくまでも例として、下記のような図面を参照しながら
説明する。
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【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】ＴＡＢＯ方式におけるレンズの乱視軸γを示す。
【図２】非球面を特徴付けるために使用される方式における円柱軸γＡＸを示す。
【図３】眼とレンズの光学系を図式的に示す。
【図４】眼とレンズの光学系を図式的に示す。
【図５】眼の回転中心からのレイトレーシングを示す。
【図６】本発明による方法のある実施形態のフローチャートを示す。
【図７ａ】先行技術の累進的光学機能の一例を示す。
【図７ｂ】先行技術の累進的光学機能の一例を示す。
【図８ａ】本発明による方法の実施例を示す。
【図８ｂ】本発明による方法の実施例を示す。
【図９ａ】本発明による方法の実施例を示す。
【図９ｂ】本発明による方法の実施例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の意味において、光学機能とは、各注視方向について、眼鏡レンズの、その眼鏡
レンズを透過する光線に与える効果を提供する機能に対応する。
【００２７】
　光学機能は、屈折機能、光の吸収、偏光能力、コントラスト能力の強化、その他を含ん
でいてもよい。
【００２８】
　屈折機能とは、注視方向に応じた眼鏡レンズの度数（平均度数、乱視度数その他）に対
応する。
【００２９】
　「光学設計」という言葉は、眼科分野の当業者によって知られている、眼鏡レンズの屈
折機能を定義できるようにするパラメータ群を指定するために広く用いられる言葉であり
、眼鏡レンズ設計者ごとに、特に累進眼鏡レンズのための独自の設計を有する。例えば、
累進眼鏡レンズの「設計」は、老眼の人の、すべての距離で明瞭に見える能力を回復する
たけでなく、中心視野、中心外視野、両眼視野等のすべての生理学的視覚機能を最適に考
慮し、不要な非点収差を最小化したことにより生じる結果である。例えば、累進レンズ設
計は、
　－　レンズの装用者が日中の活動中に使用する主注視方向（子午線）に沿った度数プロ
ファイルと、
　－　レンズの両側部、すなわち主注視方向から離れた度数分布（平均度数、乱視度数等
）の分布と、
を含む。
【００３０】
　これらの光学特性は、眼鏡レンズ設計者により定義及び計算され、累進レンズで提供さ
れる「設計」の一部である。
【００３１】
　本発明は累進レンズに限定されないが、使用される言葉は、累進レンズに関する図面内
で示されている。当業者であれば、これらの定義を単焦点レンズの場合に適応させること
ができるであろう。
【００３２】
　累進レンズは、少なくとも１つ、好ましくは２つの非回転対称非球面を含み、これは例
えば、累進面、リグレシブ面、トーリック又は非トーリック面を含むが、これらに限定さ
れない。
【００３３】
　周知のように、最小曲率ＣＵＲＶｍｉｎは、非球面上の何れの点においても、次式、
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【数１】

で定義され、式中、Ｒｍａｘはメートルで表現される局所的最大曲率半径であり、ＣＵＲ
Ｖｍｉｎはディオプトリで表現される。
【００３４】
　同様に、最大曲率ＣＵＲＶｍａｘは、非球面上の何れの点においても、次式、

【数２】

で定義され、式中、Ｒｍｉｎはメートルで表現される局所的最小曲率半径であり、ＣＵＲ
Ｖｍａｘはディオプトリで表現される。
【００３５】
　表面が局所的に球面であるとき、局所的最小曲率半径Ｒｍｉｎと局所的最大曲率半径Ｒ

ｍａｘは同じであり、したがって、最小及び最大曲率ＣＵＲＶｍｉｎとＣＵＲＶｍａｘも
同じであることがわかる。表面が非球面であるとき、局所的最小曲率半径Ｒｍｉｎと局所
的最大曲率半径Ｒｍａｘは異なる。
【００３６】
　最小及び最大曲率ＣＵＲＶｍｉｎとＣＵＲＶｍａｘのこれらの表現から、ＳＰＨｍｉｎ

及びＳＰＨｍａｘと表示されている最小及び最大球面は、検討対象の表面の種類に応じて
推定できる。
【００３７】
　検討対象の表面が対物側の表面（前面とも呼ばれる）である場合、以下のような表現、

【数３】

となり、式中、ｎはレンズの構成材料の屈折率である。
【００３８】
　検討対象の表面が眼球側の表面（後面とも呼ばれる）である場合、以下のような表現、
【数４】

となり、式中、ｎはレンズの構成材料の屈折率である。
【００３９】
　周知のように、非球面上の何れの点における平均球面ＳＰＨｍｅａｎもまた、次式、
【数５】

で定義できる。
【００４０】
　したがって、平均球面の表現は考慮対象の表面に応じて異なり、
その表面が対物側の表面であれば、
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【数６】

その表面が眼球側の表面であれば、
【数７】

となり、
円柱面ＣＹＬもまた、式、ＣＹＬ＝｜ＳＰＨｍａｘ－ＳＰＨｍｉｎ｜で定義される。
【００４１】
　レンズの何れの非球面の特性も、局所的平均球面及び円柱面により表現されてよい。表
面は、円柱面が少なくとも０．２５ディオプトリである時に局所的に非球面であると考え
ることができる。
【００４２】
　非球面に関して、局所的円柱軸γＡＸがさらに定義されてもよい。図１は、ＴＡＢＯ方
式において定義される乱視軸γを示し、図２は、非球面を特徴付けるために定義された方
式における円柱軸γＡＸを示す。
【００４３】
　円柱軸γＡＸは、基準軸に関する、選択された回転方向への最大曲率ＣＵＲＶｍａｘの
向きの角度である。上で定義された方式において、基準軸は水平（この基準軸の角度は０
°である）であり、回転方向は、装用者を見た時に、各眼について反時計回りである（０
°≦γＡＸ≦１８０°）。したがって、円柱軸γＡＸの軸の値＋４５°は斜めの向きの軸
を表し、これは、装用者を見た時に、右上にある四分円から左下にある四分円へと延びる
。
【００４４】
　さらに、累進多焦点レンズはまた、そのレンズを装用する人物の状況を考慮して、光学
特性により定義されてもよい。
【００４５】
　図３及び４は、眼とレンズの光学系の概略図であり、この説明の中で使用される定義を
示している。より正確には、図３は、そのような系の斜視図を表し、注視方向を定義する
ために使用されるパラメータα及びβを示している。図４は、装用者の頭の前後軸に平行
で、パラメータβが０と等しい時に眼の回転中心を通過する垂直平面内の図である。
【００４６】
　眼の回転中心はＱ’と表示されている。図４において一点鎖線で示されている軸Ｑ’Ｆ
’は、眼の回転中心を通過して装用者の正面に延びる水平軸であり、すなわち、軸Ｑ’Ｆ
’は主注視視野に対応する。この軸は、眼鏡店の店員がフレーム内でレンズの位置決めが
できるようにするためにレンズ上にあるフィッティングクロスと呼ばれる点において、レ
ンズの非球面を切断する。レンズ後面と軸Ｑ’Ｆ’との交差点は点Ｏである。Ｏは、それ
が後面上にあれば、フィッティングロスでありうる。中心Ｑ’であり、且つ半径ｑ’の頂
点球面はレンズの後面に、水平軸のある点において接する。例えば、２５．５ｍｍの半径
ｑ’の値は通常の値に対応し、レンズを装用したときに満足できる結果が得られる。
【００４７】
　図３において実線で示される、ある注視方向は、Ｑ’を中心とする回転における眼の位
置と、頂点球面の点Ｊに対応し、角度βは軸Ｑ’Ｆ’と軸Ｑ’Ｆ’を含む水平面上への直
線Ｑ’Ｊの投影との間になされる角度であり、この角度は図３の図に示されている。角度
αは、軸Ｑ’Ｊと軸Ｑ’Ｆ’を含む水平面上への直線Ｑ’Ｊの投影との間の角度であり、
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この角度は図３及び４の図に示されている。それゆえ、ある注視視野は、頂点球面の点Ｊ
に、又は組（α、β）に対応する。下向きの注視角度の値がプラスであるほど、注視はよ
り下向きに下がり、値がマイナスであるほど、注視は上向きに上がる。
【００４８】
　ある注視方向において、ある物体距離にある物体空間内の点Ｍの像は、最小及び最大距
離ＪＳ及びＪＴに対応する２点Ｓ及びＴ間に形成され、これらは矢状及び接線方向の局所
的焦点距離となるであろう。物体空間内の無限遠にある点の像は点Ｆ’に形成される。距
離Ｄは、レンズの前後面に対応する。
【００４９】
　エルゴラマ（Ｅｒｇｏｒａｍａ）は、各注視方向に物点の通常の距離を関連付ける関数
である。典型的に、遠視野において、主注視方向をたどると、物点は無限遠にある。近視
野において、鼻側に向かって絶対値で３５°程度の角度α及び５°程度の角度βに基本的
に対応する注視方向をたどると、物体距離は３０～５０ｃｍ程度である。エルゴラマの可
能な定義に関するさらに詳細な事柄は、米国特許第６，３１８，８５９Ａ号明細書が考慮
されてもよい。この文献には、エルゴラマ、その定義、及びそのモデル化方法について記
載されている。本発明の方法に関して、点は無限遠であっても、そうでなくてもよい。エ
ルゴラマは、装用者の屈折異常、又は装用者の加入度数の関数であってもよい。
【００５０】
　これらの要素を使用して、装用者の光学的度数と乱視度数を各注視方向において定義す
ることが可能である。エルゴラマにより付与される物体距離にある物点Ｍが、ある注視方
向（α、β）について考慮される。物体近接性ＰｒｏｘＯは、物体空間内のそれに対応す
る光線上の点Ｍについて、頂点球面の点Ｍと点Ｊとの間の距離ＭＪの逆数として次式、
ＰｒｏｘＯ＝１／ＭＪ
で定義される。
【００５１】
　これによって、頂点球面のすべての点について、薄型レンズ近似内の物体近接性を計算
することができ、これは、エルゴラマの決定に使用される。実際のレンズの場合、物体近
接性は、物点とレンズ前面との間の、対応する光線上の距離の逆数と考えることができる
。
【００５２】
　同じ注視方向（α、β）に関して、ある物体近接性を有する点Ｍの像は、それぞれ最小
及び最大焦点距離（矢状及び接線方向の焦点距離となるであろう）に対応する２点Ｓ及び
Ｔ間に形成される。ＰｒｏｘＩの値は、点Ｍの像近接性と呼ばれ、次式、
【数８】

となる。
【００５３】
　薄型レンズの場合と似ていることから、これはしたがって、ある注視方向及びある物体
近接性について、すなわち対応する光線上の物体空間のある点について、屈折力Ｐｕｉは
像近接性と物体近接性の和として定義できる。
Ｐｕｉ＝ＰｒｏｘＯ＋ＰｒｏｘＩ
【００５４】
　同じ表記法を使って、乱視度数Ａｓｔは、各注視方向とある物体近接性について、
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【数９】

として定義される。
【００５５】
　この定義は、レンズにより作られる光線ビームの非点収差に対応する。この定義により
、主注視方向において、乱視の古典的数値が付与されることがわかる。通常は軸と呼ばれ
る乱視角度は角度γである。角度γは、眼にリンクされたフレーム｛Ｑ’，ｘｍ，ｙｍ，
ｚｍ｝で測定される。これは、平面｛Ｑ’，ｚｍ，ｙｍ｝における方向ｚｍに関して使用
される方式に応じて像Ｓ又はＴが形成される角度に対応する。
【００５６】
　装用状態でのレンズの屈折力と乱視度数の可能な定義はそれゆえ、Ｂ．Ｂｏｕｒｄｏｎ
ｃｌｅ　ｅｔ　ａｌ．による“Ｒａｙ　ｔｒａｃｉｎｇ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｐｒｏｇｒｅ
ｓｓｉｖｅ　ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ　ｌｅｎｓｅｓ”と題する１９９０　Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｌｅｎｓ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，Ｄ．Ｔ．Ｍｏｏｒｅ　
ｅｄ．，Ｐｒｏｃ．Ｓｏｃ．Ｐｈｏｔｏ．Ｏｐｔ．Ｉｎｓｔｒｕｍ，Ｅｎｇ．の記事にお
いて説明されているように計算できる。
【００５７】
　図５は、パラメータα及びβがゼロ以外の構成の斜視図を表す。それゆえ、眼の回転の
影響が、固定のフレーム｛ｘ，ｙ，ｚ｝と眼にリンクされたフレーム｛ｘｍ，ｙｍ，ｚｍ

｝を示すことによって示すことができる。フレーム｛ｘ，ｙ，ｚ｝の原点は、点Ｑ’にあ
る。軸ｘは軸Ｑ’Ｏであり、これはレンズから眼に向かって方向付けられる。ｙ軸は垂直
であり、上方へと方向付けられる。ｚ軸は、フレーム｛ｘ，ｙ，ｚ｝が正規直交し、直接
的であるようになっている。フレーム｛ｘｍ，ｙｍ，ｚｍ｝は眼にリンクされ、その中心
は点Ｑ’である。ｘｍ軸は注視方向ＪＱ’に対応する。それゆえ、主注視方向に関して、
２つのフレーム｛ｘ，ｙ，ｚ｝と｛ｘｍ，ｙｍ，ｚｍ｝は同じである。あるレンズの特性
は、数種類の方法で、特に表面内で、及び光学的に表現されてもよいことが知られている
。表面特性はそれゆえ、光学特性と同等である。ブランクの場合、表面特性だけが使用さ
れてもよい。理解しなければならない点として、光学特性には、レンズを装用者の処方に
合わせて機械加工されていることが必要となる。これに対して、眼鏡レンズの場合、特性
は表面又は光学的な種類のものであってもよく、両方の特性が、同じ物体を２つの異なる
視点から説明できる。レンズの特性が光学的種類のものである場合は常に、これは上述の
エルゴラマ－眼－レンズ系を指す。簡潔にするために「レンズ」という用語が説明の中で
使用されるが、これは「エルゴラマ－眼－レンズ系」として理解しなければならない。
【００５８】
　光学的用語における値は、注視方向に関して表現できる。注視方向は通常、原点を眼の
回転中心とするフレーム内のそれらの下向きの程度と方位角により与えられる。レンズが
眼の正面に取り付けられた場合、フィッティングクロスと呼ばれる点は、主注視方向につ
いて、眼の瞳孔の前又は、眼の回転中心Ｑ’の前に置かれる。主注視方向は、装用者がま
っすぐ前を見る状況に対応する。選択されたフレームにおいて、レンズのどの面にフィッ
ティングクロスが位置付けられていても、すなわち後面でも前面でも、フィッティグクロ
スはそれゆえ、０°の下向き角度αと０°の方位角βに対応する。
【００５９】
　図３～５についてなされた上述の説明は、中央視野に関して行われた。周辺視野におい
ては、注視方向が固定されると、眼の回転中心に代わって瞳孔の中心が考慮され、注視方
向に代わって周辺光線方向が考慮される。周辺視野が考慮されるとき、角度αと角度βは
注視方向に代わって光線方向に対応する。
【００６０】
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　装用条件は、装用者の眼に関する眼鏡レンズの位置と理解され、例えば装用時前傾角、
角膜レンズ間距離、瞳孔角膜間距離、ＣＲＥ瞳孔間距離、ＣＲＥレンズ間距離、及びラッ
プ角度により定義される。
【００６１】
　角膜レンズ間距離は、第一眼位にある眼の視軸（通常、水平とされる）に沿った、角膜
とレンズ後面との間の距離であり、例えば１２ｍｍと等しい。
【００６２】
　瞳孔角膜間距離は、眼の視軸に沿った、その瞳孔と角膜との間の距離であり、通常、２
ｍｍと等しい。
【００６３】
　ＣＲＥ瞳孔間距離は、眼の視軸に沿った、回転中心（ＣＲＥ）と角膜との間の距離であ
り、例えば１１．５ｍｍと等しい。
【００６４】
　ＣＲＥは、第一眼位にある眼の視軸（通常、水平とされる）に沿った、眼のＣＲＥとレ
ンズ後面との間の距離であり、例えば２５．５ｍｍと等しい。
【００６５】
　装用時前傾角は、垂直平面内の、レンズ後面と第一眼位にある眼の視軸（通常、水平と
される）との交点における、レンズ後面の法線と第一眼位にある眼の視軸との間の角度で
あり、例えば－８°と等しい。
【００６６】
　ラップ角は、水平面内の、レンズ後面と第一眼位にある眼の視軸（通常、水平とされる
）との交点における、レンズ後面の法線と第一眼位にある眼の視軸との間の角度であり、
例えば０°と等しい。
【００６７】
　標準的な装用者の状況の例は、－８°の装用時前傾角、１２ｍｍの角膜レンズ間距離、
２ｍｍの瞳孔角膜間距離、１１．５ｍｍのＣＲＥ瞳孔間距離、２５．５ｍｍのＣＲＥレン
ズ間距離、及び０°のラップ角度により定義されてもよい。
【００６８】
　その他の条件が使用されてもよい。装用条件は、あるレンズについて、レイトレーシン
グプログラムから計算されてもよい。
【００６９】
　図６に示されるように、本発明による方法は少なくとも、
　－　装用者データ提供ステップＳ１と、
　－　光学機能決定ステップＳ２と、
を含む。
【００７０】
　装用者データ提供ステップＳ１の中では、装用者データが提供される。
【００７１】
　装用者データは少なくとも装用者の眼科処方の指標を含む。
【００７２】
　典型的に、装用者の眼科処方が提供される。あるいは、このような眼科処方を決定でき
る情報が提供されてもよく、これは例えば、データベース及び／又はルックアップテーブ
ルから装用者の眼科処方を決定できるようにする指標が提供されてもよい。
【００７３】
　装用者の眼科処方は、個人の視覚障害を例えばその眼の前に置かれたレンズによって矯
正するために眼科医が決定する屈折力、乱視度数、及びこれが関係する場合には、加入度
数の光学特性群である。一般に、累進加入度数レンズの処方は、球面度数の、及び遠視野
点における乱視度数の数値と、適当であれば、加入度数の値を含む。
【００７４】
　本発明のある実施形態によれば、装用者の処方は円柱処方値及び／又は円柱処方軸値及
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び／又は球面処方値を含む。
【００７５】
　さらに、装用者データは、装用者の聴覚感度の指標を含む。典型的に、装用者の聴覚感
度が提供される。あるいは、このような聴覚感度の判定を可能にする情報が提供されても
よく、例えば、データベース及び／又はルックアップテーブルから装用者の聴覚感度の判
定を可能にする指標が提供されてもよい。
【００７６】
　装用者データは、視覚的表示が音声メッセージの、特に装用者と対面している人物が発
音する会話の装用者による理解に与える影響の指標をさらに含んでいてもよい。
【００７７】
　典型的に、装用者の聴覚感度及び／又は、装用者による音声メッセージの理解に対する
視覚的表示の影響は、客観及び／又は主観試験により判定されてもよい。
【００７８】
　客観試験は、通常、専門の機器による定量化に基づき、その一方で、主観試験は、測定
及び／又は提供されている現象に直面している個人の主観的判断に基づく。
【００７９】
　典型的に、聴力検査、すなわち人の聴力プロファイルを判定する一連の計測が、装用者
の聴覚感度及び／又は装用者による音声メッセージの理解に対する視覚的表示の影響の指
標として搬送されてもよい。換言すれば、聴力検査は、装用者の正確な聴覚の状態を提供
すために実行されてもよい。
【００８０】
　最も一般的な聴力検査の中では、トーン試験及び／又は会話周波数試験が実行されても
よい。
【００８１】
　典型的に、トーン試験は、空気伝導の場合は１２５～６０００Ｈｚ、骨伝導の場合は２
５０～４０００Ｈｚのすべての会話周波数についての空気又は骨伝導聴力閾値を通じて測
定することによって実行される。
【００８２】
　空気伝導はヘッドフォン又はスピーカを用い、例えば装用者の正面にメータを設置して
もよい。
【００８３】
　骨伝導は、例えば音叉を用いた振動器を使用してもよい。
【００８４】
　本発明のある実施形態によれば、装用者の聴覚感度は、騒音環境中での会話理解度を評
価する試験によって判定されもよい。
【００８５】
　騒音環境中で会話が聞こえる人の能力を評価するための試験は各種あり、例えば許容騒
音レベル試験である。このような試験の一例は、Ａｎｎａ　Ｋ．Ｎａｂｅｌｅｋ，Ｊｏａ
ｎｎａ　Ｗ．Ｔａｍｐａｓ，ａｎｄ　Ｓａｍｕｅｌ　Ｂ．Ｂｕｒｃｈｆｉｅｌｄ，Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ｓｐｅｅｃｈ，Ｌａｎｇｕａｇｅ，ａｎｄ　Ｈｅａｒｉｎｇ　Ｒｅｓｅ
ａｒｃｈ，Ｏｃｔｏｂｅｒ　２００４，Ｖｏｌ．４７，１００１－１０１１に記載されて
いる。
【００８６】
　本発明のある実施形態によれば、装用者の聴覚感度は、日常の聞き取り状況における聴
覚に関する生活調査票によって判定されてもよい。
【００８７】
　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｕＨｅａｒ（商標）はこのような生活調査票の一例を提供し
、これは１２項目の質問を含み、回答に基づいてスコアを提供する。この調査票は、例え
ば、“Ｔｈｅ　Ｈｅａｒｉｎｇ－Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｄａｉｌｙ　Ａｃｔｉｖｉｔｉｅ
ｓ　Ｓｃａｌｅ　ｔｏ　Ｅｖａｌｕａｔｅ　Ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　Ｈｅａｒｉｎｇ　Ｌｏ
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ｓｓ　ｉｎ　Ｏｌｄｅｒ　Ｐｅｏｐｌｅ”，Ｌｏｐｅｚ－Ｔｏｒｒｅｓ　Ｈｉｄａｌｇｏ
　Ｊ，ｅｔ　ａｌ．Ａｎｎ　Ｆａｍ　Ｍｅｄ．２００８　Ｓｅｐ；６（５）：４４１－４
４７においてその有効性が科学的に確認されている。
【００８８】
　本発明のある実施形態によれば、装用者の聴覚感度はラボ－フェイシャルリーディング
試験により判定されてもよい。
【００８９】
　「ラボ－フェイシャルリーディング」という用語は、ある人物の会話を、前記人物の顔
の動き、特に前記人物の唇と舌の動きを視覚的に解釈することによって理解することを意
味する。例えば、ラボ－フェイシャルリーディングは、読話とも呼ばれる読唇を含み、こ
れはある人物の会話を前記人物の唇の動きを視覚的に解釈することによって理解すること
に対応する。
【００９０】
　典型的に、視覚的表示のあるものとないものの、生活のビデオ映像を使って読唇法の訓
練を提供するソフトウェアのおかげで、理解度を数量化することが可能である。このよう
なソフトウェアにより、視覚的パフォーマンス及び／又は聴覚と音声環境（ＳＮＲ）に基
づく損失又は利得を評価することが可能である。
【００９１】
　ＧＥＲＩＰ（商標）読唇ソフトウェア（Ｒｅｆ．ＶＳ０１）は、このようなラボ－フェ
イシャルリーディング試験に使用されてもよい。
【００９２】
　装用者の聴覚感度の指標によって、異なる結果が得られるかもしれない。例えば、装用
者の聴覚感度により、感覚の異常な喪失（装用者の聴覚感度が標準的な聴覚感度より低い
ことを意味する）が明らかになるかもしれず、例えば装用者の加齢に関連付けられる聴覚
感度の正常な喪失が明らかになるかもしれず、又は装用者がラボ－フェイシャル指標のよ
りよい視覚化を有する時のわかりやすさの利得に関連付けられる聴覚感度の利得の可能性
（装用者に聴覚感度の異常な喪失があるか、正常な喪失を有するかを問わない）が明らか
になるかもしれない。
【００９３】
　これらすべての場合に、装用者に対し、標準的な光学的解決策ではなく、Ｓ２において
提案される特定の光学的解決策を提案することができ、この解決策は、装用者が異常な聴
覚感度を有するとき、又はラボ－フェイシャルリーディング試験が重大な利得を示したと
きに特に推奨される。
【００９４】
　光学機能決定ステップＳ２中に、装用者に適合する眼鏡レンズの光学機能は、少なくと
も装用者データ、すなわち装用者の聴覚感度の指標と装用者の眼科処方の指標に基づいて
決定される。
【００９５】
　典型的に、装用者データに基づき、レンズ設計者は、眼科的矯正を提供し、装用者の聴
覚、特に装用者と対面している人物による会話等の音声メッセージの理解を改善するよう
に適合された光学機能を提供することができる。
【００９６】
　本発明のある実施形態によれば、光学機能決定ステップ中に、光学機能は、装用者のラ
ボ－フェイシャルリーディングを容易にするようになされた領域を含む。
【００９７】
　例えば、レンズ設計者は、拡張された中間距離視野領域を有する累進眼鏡レンズを提供
してもよい。中間距離視野領域は、例えば７０ｃｍ～２００ｃｍの間の、中間距離視野に
適合した眼鏡レンズの領域又は区域に対応する。
【００９８】
　それゆえ、中間距離視野領域を拡大することによって、それゆえ、装用者は唇を読み取
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るためのよりよい視野を得ることができ、すなわち、その区域の非点収差がより小さく、
広い面積によって自分の対話者を見る時の注視の位置／方向への依存性が低くなる。
【００９９】
　この解決策は、中間距離視野領域内の累進眼科設計の最適化に基づいていてもよく、そ
れによってパフォーマンス能力又はコントラスト感度又は曲率及び／又は動きの認識が改
善される。
【０１００】
　この最適化は、屈折異常及び装用条件を考慮して行われる。
【０１０１】
　光学機能決定ステップは、光学機能が前記装用者データに基づいて所定の光学機能群か
ら選択される選択ステップを含んでいてもよい。
【０１０２】
　例えば、装用者の眼科処方に基づいて、適合された光学面の組合せの集合が、何れの既
知の選択方法によっても、所定の光学機能群から選択された所定の光学機能を提供する。
装用者の聴覚感度に基づいて、適合した変更表面が選択される。選択された変更表面は、
中間距離視野領域を拡張するために、眼鏡レンズの光学機能を変更するように、適合する
光学表面群の少なくとも１つの表面に追加されることになる。
【０１０３】
　図７ａ及び７ｂは、標準的装用条件における、遠視野光屈折力が１．０Ｄで、加入度数
が２Ｄの先行技術の累進屈折力レンズの光学的特徴を示している。
【０１０４】
　図７ａは、子午線に沿った最小及び最大屈折力曲線に挟まれた平均屈折力を示している
。ｘ軸ではディオプトリが変化し、ｙ軸は角度アルファに対応するレンズ上の高さを度の
単位で示す。
【０１０５】
　図７ｂは、乱視度数等高線、すなわち、乱視度数が同じ数値を有する点により形成され
る線を示す。ｘ軸とｙ軸は、度を単位とする空間座標を示す。
【０１０６】
　図８ａ及び８ｂは、図７ａ及び７ｂと同じ標準的装用条件における、装用者のラボ－フ
ェイシャルリーディングを容易にするようになされた中間距離視野領域を有する、遠視野
屈折力が１．０Ｄで、加入度数が２Ｄの累進屈折力レンズの光学的特徴を示している。
【０１０７】
　図８ａは、子午線に沿った最小及び最大屈折力曲線に挟まれた平均屈折力曲線を示して
いる。ｘ軸ではディオプトリが変化し、ｙ軸はレンズ上の高さを度の単位で示す。
【０１０８】
　図８ｂは、乱視度数等高線、すなわち、乱視度数が同じ数値を有する点により形成され
る線を示す。ｘ軸とｙ軸は、度を単位とする空間座標を示す。
【０１０９】
　図８ａ、８ｂに示されているように、変更された度数機能は約アルファ＝１８°の周囲
で拡大された中間距離視野領域を有する。典型的に、乱視度数等高線間の距離０．５は１
２°の距離であり、これに対し、先行技術の設計では、このような等高線の距離はアルフ
ァ＝１８°の周囲で６°の距離である。
【０１１０】
　本発明の他の実施形態によれば、装用者、特に進んだ老眼患者の視覚的快適さを増すた
めに、ラボ－フェイシャル方向に対応する若干下向きの注視方向に関して、従来の累進光
学機能より高い加入度数を提供するように、累進がより早い時点で開始する、又はより急
峻な傾斜である光学機能を決定できる。
【０１１１】
　有利な点として、装用者は、縦方向への頭部のより少ない移動量で、ラボ－フェイシャ
ル方向とマッチする中間距離視野領域に到達できる。
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【０１１２】
　図９ａ及び９ｂは、図７ａ及び７ｂと同じ標準的装用条件における、遠視野球面が１．
０Ｄで、加入度数が２Ｄのこのような累進屈折力レンズの光学的特徴を示している。
【０１１３】
　図９ａは、子午線に沿った最小及び最大屈折力曲線に挟まれた平均屈折力曲線を示して
いる。ｘ軸ではディオプトリが変化し、ｙ軸はレンズ上の高さを度の単位で示す。
【０１１４】
　図９ｂは、乱視度数等高線、すなわち、乱視度数が同じ数値を有する点により形成され
る線を示す。ｘ軸とｙ軸は、度を単位とする空間座標を示す。
【０１１５】
　図７ａに示される光学機能と比較すると、累進はより急峻な傾斜を有し、それによって
、装用者の眼はラボ－フェイシャル方向とマッチする中間距離領域により容易に到達でき
ることがわかる。
【０１１６】
　ラボ－フェイシャル方向の非点収差を減少させるための本発明のある実施形態によれば
、累進の開始が、従来の累進眼鏡レンズの場合より低い、例えばそれより１ｍｍ～４ｍｍ
低い、例えば従来の累進眼鏡レンズの場合より２ｍｍ低い光学機能を提供できる。換言す
れば、遠視野領域は、それがラボ－フェイシャル方向をカバーするように消費されるであ
ろう。これは特に、視力調節能力が１Ｄより高く、会話中に唇の動きを、中間距離視野領
域内で頭の位置を調節せずに追うことのできる若年の老眼患者に専用とされるであろう。
【０１１７】
　本発明のある実施形態によれば、中間距離視野に関して適合された単焦点光学機能が提
供されてもよい。有利な点として、このような光学機能を有する眼鏡レンズは、１ｍで広
い視野を提供し、ラボ－フェイシャル視野に特に適している。
【０１１８】
　本発明のある実施形態によれば、加入度数がより低い（≦１ｄｐ）光学機能を有する眼
鏡レンズが提供されてもよい。このような実施形態によって、聴力感度を喪失している老
眼以外の人物は、その視力調節機能を緩和させながら、例えば６０ｃｍ～１ｍの距離のコ
ミュニケーション距離においてよりよく知覚できるようになる。
【０１１９】
　本発明のある実施形態によれば、光学機能は、例えば中間視野について適合された眼鏡
レンズの中の起動可能な度数区域を使用するアクティブ度数レンズにより提供されてもよ
く、この度数は、ラボ－フェイシャル指標をより見やすくする必要があるとき（例えば、
他人との協議中）に加入度数を提供し、それ以外は無効にされる。
【０１２０】
　さらに、このような解決策はまた、保護の目的のためであっても、その聴覚的視覚的快
適さを増大させるために、正常な聴覚の装用者にとっても興味深い。
【０１２１】
　本発明のある実施形態によれば、光学機能決定ステップは、前記装用者データに基づい
て透過機能を決定するステップを含んでいてもよい。
【０１２２】
　典型的に、眼鏡レンズには、眼鏡レンズを通して見た時に、唇のコントラストを増強す
るために色付けすることができる。
【０１２３】
　例えば、赤色を増強させてもよい。したがって、例えば橙色フィルタを提供することに
よって、６５０ｎｍより大きい赤色ラムダに対応する波長は吸収されず、それ以外の３８
０ｎｍ～６５０ｎｍの波長は吸収される。
【０１２４】
　あるいは、唇の赤色は、緑色フィルタ等、６５０～７８０ｎｍの間の赤色吸収フィルタ
を提供することによって吸収されてもよい。
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【０１２５】
　これらのフィルタは、レンズの審美性を保護するために、例えばＩＳＯ８９８０－３規
格による例えばカテゴリ０－１のように、僅かに色付けされてもよい。色付けはさらに、
レンズ内で局所化させ、例えば上側部分にしてもよく、又は眼鏡レンズには勾配が付けら
れてもよい。
【０１２６】
　ラボ－フェイシャルリーディングに有利となる中間距離視野領域を最適化するために、
着色ソーラ、偏光、フォトクロミック、エレクトロクロミックレンズがさらに提供されて
もよい。例えば、バイグラディエント、遠距離及び近距離視野領域暗明中間距離視野領域
を提供することによって。
【０１２７】
　本発明はさらに、装用者に適合した１対の眼鏡レンズに関し、レンズの少なくとも一方
は本発明による方法によって決定された光学機能を有する。
【０１２８】
　このような頑強レンズは、標準的な製造方法と機器を使って製造されてもよく、又は光
学機能を眼鏡レンズの装用者が音声メッセージをよりよく理解できるようにするために適
合できるアクティブ眼鏡レンズであってもよい。
【０１２９】
　典型的に、本発明はプログラム可能レンズと、光学機能コントローラと、メモリと、プ
ロセッサと、を含むプログラム可能レンズ装置に関していてもよい。プログラム可能レン
ズは、光学機能を有し、装用者が機器を使用した時に、装用者の少なくとも片眼と実世界
の光景との間に延びる。光学機能コントローラは、プログラム可能レンズの光学機能を制
御するように構成される。メモリは、本発明の方法のステップを実行するために、プロセ
ッサにより実行されるプログラム命令を含む。
【０１３０】
　以上、発明的概念全体を限定せずに、実施形態を利用して本発明を説明した。特に
【０１３１】
　当業者にとっては、例として挙げたにすぎず、付属の特許請求の範囲によってのみ決定
される本発明の範囲を限定しない上記の例示的実施形態を参照すれば、他の多くの改良や
変更が想起されるであろう。
【０１３２】
　特許請求の範囲の中で、「～を含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という単語は、他の要
素又はステップを排除せず、不定冠詞（ａ、ａｎ）は、複数を排除しない。異なる特徴が
相互に異なる従属項において明記されているという単なる事実は、これらの特徴の組合せ
を有利に使用できないことを示していない。特許請求の範囲の中の参照符号は、本発明の
範囲を限定すると解釈すべきではない。
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